
令和 4年10月１日から短時間勤務の非常勤職員等の
方が共済組合の組合員となりました

　令和２年６月公布の年金制度改正法により、これまで協会けんぽの健康保険に加入していた非常勤職員等
の方は、令和４年 10 月 1 日から「長崎県市町村職員共済組合」の短期組合員として、短期給付（医療給付、
高額療養費等）・福祉事業が適用されます。

　共済組合の事業は、組合員の種別によって次のとおり適用される事業が異なります。ご自身がどの事業の
適用を受けるかをご確認のうえ、本誌紙面の内容をご覧ください。
　事業の適用が不明な場合は、当組合又は所属所の共済組合事務担当課へお問い合わせください。

市町、一部事務組合等に勤務する方の社会保険のイメージ

共 済 組 合 員 共 済 組 合 員

変更前（R4. ９.30 まで） 変更後（R4.10. １から）

常 勤 職 員	 常 勤 職 員	
常勤的非常勤職員
① 任用が事実上継続
②  フルタイムで月 18 日以上勤務で 1 年超

勤務
③ 1 年後も引き続きフルタイム勤務

常勤的非常勤職員
① 任用が事実上継続
②  フルタイムで月 18 日以上勤務で 1 年超

勤務
③ 1 年後も引き続きフルタイム勤務

厚生年金・健康保険の適用対象者
① 週 20 時間以上勤務
② 賃金月額 8.8 万円以上
③ 勤務期間２か月を超える見込み
④ 学生ではない

共 済 組 合 員 で な い 方
国民年金・国民健康保険の適用対象者

共済組合員として、短期・福祉事業のみ適用
※厚生年金はこれまで同様に日本年金機構の適用

共 済 組 合 員 で な い 方

厚生年金・健康保険の適用対象者
① 週 20 時間以上勤務
② 賃金月額 8.8 万円以上
③ 勤務期間 1 年を超える見込み
④ 学生ではない

国民年金・国民健康保険の適用対象者

新

組合員の種別により適用される事業が異なりますのでご注意ください

組合員の種別 どのような方が該当するか 適用される事業

一般組合員
（短期組合員・長期組合

員以外の方）

•正規職員の方
• フルタイム勤務の会計年度任用職員の方で、月 18 日 

以上勤務で 1 年経過した場合
•フルタイム再任用職員の方

全ての共済事業
•短期給付（医療）事業
•長期給付（年金）事業
•福祉（保健、貯金、貸付）事業

短期組合員
（R4.10 以降）

•短時間勤務の非常勤職員の方
•短時間勤務の再任用職員の方
• フルタイム勤務で一般組合員の要件を満たさない方

•短期給付事業
•福祉事業

長期組合員 •�一般組合員（市町長、特別職を含む）　に該当する 75 歳
以上の方

•短期給付事業は、育児介護休業給付のみ対象
•長期給付事業は、退職等年金給付のみ対象
•福祉事業は、貯金・貸付事業のみ対象

2 ｜ 共済ながさき


